
下津井病院
医療法人 鷲風会

＜ お問い合わせ先 ＞
〒７１１－０９2６

倉敷市下津井吹上２－６－４

ＴＥＬ・ＦＡＸ

０８６－４７９－９４７９

担当：橋本（はしもと）

・マシントレーニング

・物理療法 ・筋力訓練

・歩行訓練 ・集団体操

・日常生活動作訓練

<サービス提供日・休日>

提供日：月曜日～土曜日
（休日：日曜日・祝日・8月15日、12月30日～1月3

日）

提供時間：９時～１６時

・セラピストによるリハビリ

・脳トレ ・口腔体操

・入浴(普通浴・機械浴）

・昼食 ・栄養指導 等



１～２時間 ２～３時間 ３～４時間 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間

要介護１ 369円 383円 486円 553円 622円 715円 762円

要介護２ 398円 439円 565円 642円 738円 850円 903円

要介護３ 429円 498円 643円 730円 852円 981円 1046円

要介護４ 458円 555円 743円 844円 987円 1137円 1215円

要介護５ 491円 612円 842円 957円 1120円 1290円 1379円

☆管理栄養士が旬の食材を使って献立を作成します。

口腔機能向上加算　（月２回限度）
（Ⅱ）（イ）155円/回（ロ）160円/回

利用を開始した月を起算日として１年以上利用があった場合（要件を満たさない場合）　

サービス提供体制強化加算

□　定員：　30名
□　昼食代：　１食　600円

刻み食・ミキサー食等食事形態や治療食対応可。

科学的介護推進体制加算 40円/月

要支援１　１月につき　-120円

要支援２　１月につき　-240円

要支援２　（週２回・月８回までの利用） 4228円/月

□　対象者：　介護認定を受けている方

480円/月

（Ⅰ）要支援１　 88円/月

要支援２　176円/月

科学的介護推進体制加算 40円/月

一体的サービス提供加算

介護職員等処遇改善加算

要支援１　（週１回・月４回までの利用） 2268円/月

栄養改善加算

口腔機能向上加算（月２回限度） （Ⅰ）150円/回・（Ⅱ）160円/回

口腔・栄養スクリーニング加算（６か月に１回限度） （Ⅰ）20円/回（Ⅱ）5円/回

栄養アセスメント加算 50円/月

若年性認知症利用者受入加算 240円/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算 562円/回
退院時共同指導加算 600円/回

110円/日短期集中個別リハビリテーション実施加算 （退院・退所日又は認定日から起算して３カ月以内）

栄養改善加算（月２回限度） 200円/回
口腔・栄養スクリーニング加算　（６か月に１回限度）　 （Ⅰ）20円/回（Ⅱ）5円/回

栄養アセスメント加算 50円/月

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

・同意月から起算して６ヶ月超え 240円/月

入浴介助加算

④２４/日⑤２８/日

リハビリテーション提供体制加算　

（提供時間により異なる）

①３～４時間②４～５時間③５～６時間

④６～７時間⑤７～８時間

リハビリテーションマネジメント加算  イ

☆　ご利用料金　☆ R７年　12月　１日現在
介護給付

＜加算料金＞ ※個人による　　（利用実施回数により合計金額は増減します。）
（Ⅰ）40円/日・（Ⅱ）60円/日

①１２/日②１６/日③２０/日

・同意月から起算して６ヶ月以内 560円/月

＜１日あたりの基本料金の１割負担額＞※2割・3割負担の方は下記料金が2倍・3倍になります。

※事業所医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合上記に加えて 270円/月

・同意月から起算して６ヶ月超え 473円/月

リハビリテーションマネジメント加算  ハ ・同意月から起算して６ヶ月以内 793円/月

リハビリテーションマネジメント加算  ロ ・同意月から起算して６ヶ月以内 593円/月
・同意月から起算して６ヶ月超え 273円/月

（Ⅰ）所定単位の8.6%加算

若年性認知症利用者受入加算 60円/日

退院時共同指導加算 600円/回
介護職員等処遇改善等算 （Ⅰ）所定単位数の8.6%加算

（Ⅰ）週2回を限度

（Ⅱ）

240円/日

1920円/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算 （開始6ヵ月以内） 1250円/月

（Ⅰ）150円/回

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）22円/回

＜加算料金＞ ※個人による

送迎実施なし　　片道 -47円/回

予防給付 ＜基本料金の１割負担額＞

200円/月

施設見学
随時受け付けております。

お気軽にご連絡下さい。


